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令和８年度国立研究開発法人国際農林水産業研究センター調達等合理化計画 

 

 

 

 「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決

定）に基づき、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（以下「国際農研」という。）は、

事務・事業の特性を踏まえ、PDCA サイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続

的に調達等の合理化に取り組むため、調達等合理化計画を以下のとおり定める。 

 

１．調達の現状と要因の分析 

（１） 令和７年度の契約状況は、表１に示すとおり、契約件数は 75 件、契約金額は 685 百万円

である。このうち、競争性のある契約は 48 件（64.0％）、495 百万円（72.3％）、競争性の

ない随意契約は 27 件（36.0％）、190 百万円（27.7％）となっている。 

令和６年度と比較して、競争性のある契約は件数、金額共に減少となり、競争性のない随

意契約は件数が減少し金額は増加となっている。競争性のある契約は 28 件（36.8%）、85 百

万円（14.7%）減少し、競争性のない随意契約は 4 件（12.9%）減少、62 百万円（48.4%）増

加している。競争性のない随意契約の金額増加の主な要因については、特殊で相手方が特定

される役務契約での増加と昨年はなかった特殊で相手方が特定される工事契約があったた

めである。 

令和７年度の競争性のない随意契約の内訳は以下のとおりである。（ ）内は前年度 

① 長期継続契約（公共料金等）       4 件 38 百万円（ 4 件  41 百万円） 

② 特殊で相手方が特定される役務契約   20 件 120 百万円（25 件 76 百万円） 

③ 販売元が特定される物品購入契約    1 件  4 百万円（ 2 件  11 百万円） 

④ 特殊で相手方が特定される工事契約   2 件 28 百万円（ 0 件  0 百万円） 

 

注）政府全体で進められている諸施策について 

価格転嫁・取引適正化に係る取組については、「官公需についての中小企業者の受注の確保に

関する法律（昭和 41 年法律第 97 号）」（以下「官公需法」という。）第５条第１項に基づき作

成している「中小企業者に関する契約の方針」に盛り込み、市況価格変動が激しい燃料類（灯油

・ガソリン）の調達契約を通年ではなく四半期毎に単価契約を締結することで市場価格との著し

い乖離が発生しないよう「分離・分割発注」等の対応を行った。 

また、PFI 事業については、該当無し。 

 

 表１ 令和７年度の国際農研の調達全体像                 （単位：件、百万円） 

 

 

令和６年度 令和７年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等 
   (58.9%) 

63        

    (75.1%) 

532          

   (57.3%) 

43        

    (69.3%) 

475          

(△31.7%) 

△20         

(△10.7%) 

△57         

企画競争・公 

募 

   (5.6%) 

6        

     (3.8%) 

27          

   (2.7%) 

2        

     (1.2%) 

8          

(△66.7%) 

△4         

(△70.4%) 

△19         

特例随意契約    (6.5%) 

7        

     (3.0%) 

21          

   (4.0%) 

3        

     (1.8%) 

12          

(△57.1%)

△4         

(△42.9%) 

△9         



 

 

競争性のある 

契約（小計） 

   (71.0%) 

76       

    (81.9%) 

580          

   (64.0%) 

48       

    (72.3%) 

495          

(△36.8%) 

△28         

(△14.7%) 

△85         

競争性のない 

随意契約 

   (29.0%) 

31        

    (18.1%) 

128         

   (36.0%) 

27        

    (27.7%) 

190         

(△12.9%) 

△4         

(48.4%) 

62         

  合  計 
    (100%) 

107        

     (100%) 

708         

    (100%) 

75        

     (100%) 

685         

(△29.9%) 

△32         

(△3.2%) 

△23         

（注１）計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
（注２）比較増△減の（ ）書きは、令和７年度の対令和６年度伸率である。 
 

（２） 令和７年度の競争性のある契約（48 件 495 百万円）の内、一者応札・応募の状況は、表２

に示すとおり、契約件数は 26 件（54.2％）、契約金額は 365 百万円（73.7％）である。 

令和６年度と比較して、一者応札・応募による契約の件数は 19 件減少（42.2%）しており、

金額については 4 百万円の減少（1.1%)となっている。契約件数についてはそれぞれの内訳

別において減少、金額については物品購入契約において大きく増加しているが、その他（工

事等）がなかったこと等によりわずかに減少となったものである。 

令和７年度の一者応札・応募の内訳は、以下のとおりである。（ ）内は前年度 

① 物品購入契約（機器等及び消耗品）    18 件 247 百万円（21 件  93 百万円） 

② 研究委託契約              2 件   8百万円（ 6 件  27 百万円） 

③ 賃貸借契約（分析計等）         0 件   0百万円（ 1 件   3百万円） 

④ 役務契約（機器保守・点検・業務委託等）  6 件 110百万円（15 件  80百万円） 

⑤ その他（工事等）             0 件   0百万円（ 2 件 166 百万円） 

     
表２ 令和７年度の国際農研の一者応札・応募状況            （単位：件、百万円） 

 令和６年度 令和７年度 比較増△減 

 2 者以上 
件数         31 (40.8％)         22 (45.8％) △9 (△29.0％) 

金額        211 (36.4％)        130 (26.3％) △81 (△38.4％) 

 1 者以下 
件数         45 (59.2％)         26 (54.2％) △19 (△42.2％) 

金額        369 (63.6％)        365 (73.7％) △4 (△1.1％) 

 合 計 
件数     76  (100％)     48  (100％) △28 (△36.8％) 

金額         580  (100％)         495  (100％) △85 (△14.7％) 

 
（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
（注２）合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った計数である。 
（注３）比較増△減の（ ）書きは、令和７年度の対令和６年度伸率である。 

 

２．重点的に取り組む分野（【  】は評価指標） 

上記 1 の現状分析を含め総合的な検討を行った結果、一者応札・応募の改善について引き続

き重点的に取り組むとともに、物品及び役務の調達の改善及び事務処理の効率化に努めること

とする。 

 

（１）一者応札・応募の改善 

一者応札・応募については、地理的要因や業務の特殊性によりやむを得ず発生する場合もあ

るが、これら以外の要因を分析し、各要因に応じた対策を検討するため、入札説明書受領者や

応札者に対するアンケート等を実施し、引き続き改善を図る。 



 

 

また、仕様書における業務内容の明確化及び必要最低限の仕様であるかの点検、電子メール

による入札説明書等の配布、ホームページからの仕様書のダウンロード、他機関への入札公告

の掲示依頼による周知の強化を図る等、引き続き入札等に参加しやすい環境を整える。 

さらに、ＲＳＳへの登録を促す等、新規に入札への参加が予想される業者に幅広く入札公告

を周知することで応札機会の拡大を図る。 

【入札等に参加しやすい環境整備の実行】 

 

（２）物品及び役務の一括調達、共同調達 

物品及び役務における調達経費の縮減及び事務の効率化に引き続き取り組むこととし、農研

機構等との共同調達を継続して実施する。未実施品目等については、調達手続きの簡素化と納

期の短縮が図れるか等、その効果の調査を行った上で共同調達の適否を検討する。 

  【共同調達による調達手続きに要する時間の短縮】 

 

（３）一般的な物品及び役務の調達 

一般的な物品及び役務の調達について、調達手続きに要する時間の短縮を図るために、事務

用品等に係る単価契約の品目について、調達実績を踏まえた上で見直しを行い、公平性・透明

性を確保しつつ調達手続きの簡素化と納期の短縮を図る。 

【単価契約による調達手続きの簡素化と納期の短縮】 

 

（４）特例随意契約の運用 

   「国立研究開発法人の調達に係る事務について（令和 3 年 2 月 26 日内閣総理大臣、総務大

臣決定）」に基づき、契約監視委員会において特例随意契約の事前承認を受け、承認後必要に

応じ、特例随意契約による契約を行い、調達に要する時間と納期の短縮を図る。 

【特例随意契約による調達手続きに要する時間の短縮】 

 

（５）政府全体で進められている諸施策について 

価格転嫁・取引適正化に係る取組については、官公需法第５条第１項に基づき作成している 

  「中小企業者に関する契約の方針」に盛り込むことにより適切に対応する。 

また、PFI 事業については、当面、想定されていない。 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底（【  】は評価指標） 

（１）随意契約に関する内部統制の確立 

競争性のない随意契約を締結することとなる案件（工事 400 万円以上、物品の購入 300 万円

以上、役務 200 万円以上）については、事前に法人内に設置された契約審査委員会に報告し、

会計規程における「随意契約によることができる事由」との整合性や、より競争性のある調達

手続の実施の可否の観点から点検を受けることとする。 

ただし、緊急を要する場合等のやむを得ない状況と認められる場合は、事後的に報告を行う

こととする。 

【競争性のない随意契約に係る契約審査委員会による事前審査実施率：数値目標 100％】 

 

（２）不適正な経理処理の再発防止のための取組 

不適正な経理処理に係る再発防止策として、以下の取組を実施する。 

①  内部統制推進室検収科による契約担当者以外の者による検収を実施しており、引き続き、

現行の検収体制で堅実な検収を実施する。また、業務を遂行する中で必要があれば、検収

体制や検収担当者向けマニュアルの見直しを随時行い、不適正経理等の再発防止の徹底を

図る。 

【不適正経理の再発防止等のための体制の整備】 



 

 

 

②  令和８年度についても、規程、規則に沿った経理処理、コンプライアンス及び研究倫理

等について全ての役職員を対象とした研修を実施する。また、研修受講後にはチェックシ

ートを用いて研修内容の理解度を確認する。 

【不適正経理の再発防止等のための研修の実施：数値目標参加率原則 100％】 

 

③  昨年度に引き続き、国際農研との契約手続についてのマニュアルを業者へ配布するとと

もに、原則として、取引金額にかかわらず新規に取引する業者に対して、不正に関与しな

い旨の「誓約書」の提出を求めることとする。また、職員向けに作成した物品購入等にあ

たっての注意事項や調達手続きの流れ等をまとめたマニュアルについて見直しを行い、引

き続き適正な経理処理に関する理解促進を図る。 

【不適正経理の再発防止等のためのマニュアルの見直し】 

 

④  昨年度に引き続き、内部監査において、契約と納入及び検収に関する検査項目について

の監査を行うとともに、取引の多い業者に対しては契約案件を抽出し、それらの契約に関

する会計帳簿等の提出を求め、国際農研の会計書類との整合性の確認を行い、不審点があ

った場合は業者に対して臨時監査を実施する。 

【不適正経理の再発防止等のための内部監査の徹底】  

 

４．自己評価の実施 

調達等合理化計画の自己評価については、各事業年度に係る業務の実績等（特例随意契約の

導入による時間の短縮その他の効果を含む）に関する評価の一環として、年度終了後に実施し、

自己評価結果を主務大臣に報告し、主務大臣の評価を受ける。主務大臣による評価結果を踏ま

え、その後の調達等合理化計画の改定・策定等に反映させるものとする。 

 

５．推進体制 

（１）推進体制 

本計画に定める各事項を着実に実施するため、理事を総括責任者とする調達等合理化検討委

員会により調達合理化に取り組むものとする。 

      総括責任者 ：理事 

      副総括責任者：総務部長 

      委    員：企画運営部長、内部統制推進室長、研究支援室長、研究業務推進科長、財務

課長、財務課経理チーム長、財務課用度チーム長、拠点管理チーム長、その

他総括責任者が指名する者 

   事 務 局：財務課 

 

（２）契約監視委員会の活用 

監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、当計画の策定及び自己評価の際の

点検、特例随意契約の事前承認及び事後確認を行うとともに、これに関連して、理事長が定め

る基準（新規の随意契約、2 カ年度連続の一者応札・応募案件等）に該当する個々の契約案件

の事後点検を行い、その審議概要を公表する。 

 

６．その他 

調達等合理化計画及び自己評価結果等については、国際農研のホームページにて公表するも

のとする。 

なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合は、調達等合理化計画の

改定を行うものとする。 


